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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 28 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社

第 113 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1.変更の理由 

 

(1)インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書

類等への記載事項の一部をインターネットで開示することにより、みなし提供できる

よう、変更案第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新

設するものであります。 

 

(2)｢会社法の一部を改正する法律｣（平成 26 年法律第 90 号）の施行により、責任限定契

約を締結することができる会社役員の範囲が変更され、新たに業務執行を行なわない

取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能

となりました。これに伴い、それらの取締役および監査役につきましても期待される

役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 32 条（取締役の責任免除）および第 42 条

（監査役の責任免除）を変更するものであります。 

なお、現行定款第 32 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 

 

(3)上記条文の新設に伴い、必要な条数の繰り下げを行うものであります。 

 

2.変更の内容 

 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

3.日程 

 

   定款変更のための株主総会開催予定日    平成 28 年 6月 29 日（水曜日） 

   定款変更の効力発生予定日         平成 28 年 6月 29 日（水曜日） 

 

 

以 上 

  

KNR
新規スタンプ



 
【別 紙】      
                        （下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

 

第１条～第１６条（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条～第３１条（条文省略） 

 

第３２条（取締役の責任免除） 

 

当会社は、取締役（取締役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任につ

き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取

締役会の決議をもって、法令の定める限度額

の範囲内で、その責任を免除することができ

る。 

② 当会社は、社外取締役との間で、会社法第

４２３条第１項の責任につき、善意でかつ

重大な過失がない場合は、法令の定める額

を限度として責任を限定する契約を締結す

ることができる。 

 

 

第３３条～第４１条（条文省略） 

 

第４２条（監査役の責任免除） 

 

当会社は、監査役（監査役であった者を含

む。）の会社法第４２３条第１項の責任につ

き、善意でかつ重大な過失がない場合は、取

締役会の決議をもって、法令の定める限度額

の範囲内で、その責任を免除することができ

る。 

② 当会社は、社外監査役との間で、会社法第

４２３条第１項の責任につき、善意でかつ

重大な過失がない場合は、法令の定める額

を限度として責任を限定する契約を締結す

ることができる。 

 

第４３条～第５０条（条文省略） 

 

第１条～第１６条（現行どおり） 

 

第１７条（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

 

     当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類およ

び連結計算書類に記載または表示をすべ

き事項に係る情報を、法務省令に定める

ところに従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主に対し

て提供したものとみなすことができる。

 

第１８条～第３２条（現行どおり） 

 

第３３条（取締役の責任免除） 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

② 当会社は、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く。）との間で、会社法第４２

３条第１項の責任につき、善意でかつ重

大な過失がない場合は、法令の定める額

を限度として責任を限定する契約を締結

することができる。 

 

第３４条～第４２条（現行どおり） 

 

第４３条（監査役の責任免除） 

 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

② 当会社は、監査役との間で、会社法第４２

３条第１項の責任につき、善意でかつ重

大な過失がない場合は、法令の定める額

を限度として責任を限定する契約を締結

することができる。 

 

第４４条～第５１条（現行どおり） 

以 上 


